
目

次

規

則

○
青
森
県
卸
売
市
場
法
施
行
細
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
合
販
売

戦

略

課
）
…
一

告

示

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
三

○
地
籍
調
査
事
業
計
画
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

公

告

○
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

出
先
機
関

○
道
路
の
位
置
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
三

雑

報

○
青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
市
町
村
課
）
…
四

規

則

青
森
県
卸
売
市
場
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
九
号

青
森
県
卸
売
市
場
法
施
行
細
則

青
森
県
地
方
卸
売
市
場
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
全
部
を
改
正

す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
つ
い
て
は
、
卸
売
市
場
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
二
十
一
号
）
及
び
卸
売
市

場
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
農
林
省
令
第
五
十
二
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
市
況
等
に
関
す
る
報
告
）

第
三
条

地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者
は
、
当
該
地
方
卸
売
市
場
に
お
い
て
取
り
扱
う
生
鮮
食
料
品

等
に
つ
い
て
の
毎
月
の
市
況
並
び
に
卸
売
業
者
の
卸
売
の
数
量
及
び
金
額
を
、
知
事
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
翌
月
の
末
日
ま
で
に
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
）

第
四
条

法
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明

書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
報
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第
百
七
十
二
号

令
和
二
年六

月
十
九
日

（
金
曜
日
）
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告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
九
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一五〇〇

一二八

令
和二･
六･一〇
社
会
福
祉

法
人
常
光

会

三
沢
市
大

字
三
沢
字

南
山
六
〇

の
二

有
料
老
人

ホ
ー
ム
松

園
ひ
ば
り

苑

三
沢
市
松

園
町
二
丁

目
二
一
の

七

令
和二･
六･二二
特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

〇二一五〇〇

一二九

〃

社
会
福
祉

法
人
常
光

会

三
沢
市
大

字
三
沢
字

南
山
六
〇

の
二

有
料
老
人

ホ
ー
ム
松

園
ひ
ば
り

苑

三
沢
市
松

園
町
二
丁

目
二
一
の

七

〃

介
護
予
防

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

青
森
県
告
示
第
五
百
十
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

二
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

調
査
を
行
う

者
の
名
称

調

査

地

域

調
査
期
間

青

森

市

大
字
新
城
字
山
田
の
一
部

令
和
二
年
五
月
二

十
六
日
か
ら
令
和

三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

八

戸

市

大
字
十
日
市
字
天
摩
、
字
塚
ノ
下
、
字
風
山

五
所
川
原
市

み
ど
り
町
五
丁
目
か
ら
八
丁
目
ま
で

む

つ

市

大
字
田
名
部
字
矢
立
山
の
一
部

公

告

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

青
森
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

青

森

市

中
佃

一
丁
目
の
一
部

出

先

機

関

下
北
地
域
県
民
局
告
示
第
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
む
つ
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

下
北
地
域
県
民
局
長

沼

岡

健

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

む
つ
市
金
曲
三
丁
目
六
六
の
一

四

二
五
・
五
〇
メ
ー
ト

ル

六
・
一
二
メ
ー
ト
ル

令
和二･
六･一〇

雑

報

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
同
法
施
行
規
程
第
六
十
七
条
の
二
並
び
に

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告

す
る
。令

和
二
年
六
月
十
九
日

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長

工

藤

祐

直
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